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定期監査結果報告書  

 

 

 地方自治法第１９９条第４項の規定に基づき定期監査を実施した結果

を下記のとおり報告します。  

 

 

記  

 

 

実 施 期 日  平成３０年１１月１５日（木） 

 実    平成３０年１１月１６日（金） 

 

場 所  瑞穂町議会職員控室  

 

関係者立会人  瑞穂町会計管理者  佐久間  裕之  

 

監 査 の 目 的  平成３０年度一般会計及び特別会計の事務事業執行状  

 実    況が適正かつ効率的に行われているか監査を実施。  

 

監 査 の 対 象  全課（局・館）の所掌する財務及び事務  
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定期監査結果報告書  

 

 

 地方自治法第１９９条第４項の規定に基づき定期監査を実施した結果

を下記のとおり報告します。  

 

 

記  

 

 

実 施 期 日  平成３０年１１月１５日（木） 

 実    平成３０年１１月１６日（金） 

 

場 所  瑞穂町議会職員控室  

 

関係者立会人  瑞穂町会計管理者  佐久間  裕之  

 

監 査 の 目 的  平成３０年度一般会計及び特別会計の事務事業執行状  

 実    況が適正かつ効率的に行われているか監査を実施。  

 

監 査 の 対 象  全課（局・館）の所掌する財務及び事務  
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                瑞穂町監査委員  村  山  隆  敏 

                   同     髙  水  永  雄 

 

 

定期監査結果報告書  

 

 

 地方自治法第１９９条第４項の規定に基づき定期監査を実施した結果

を下記のとおり報告します。  

 

 

記  

 

 

実 施 期 日  平成３０年１１月１５日（木） 

 実    平成３０年１１月１６日（金） 

 

場 所  瑞穂町議会職員控室  

 

関係者立会人  瑞穂町会計管理者  佐久間  裕之  

 

監 査 の 目 的  平成３０年度一般会計及び特別会計の事務事業執行状  

 実    況が適正かつ効率的に行われているか監査を実施。  

 

監 査 の 対 象  全課（局・館）の所掌する財務及び事務  



監 査 方 法 

 各課（局・館）より事前に提出された調査票に基づき、所掌する財務

及び事務事業の執行状況について下記のとおりヒアリング調査を実施し

た。  

 

１１月１５日（木）  

監査時間  主管課  監査時間  主管課  

 8:51～  9:37 企 画 課 13:00～ 13:56 福 祉 課 

 9:41～ 10:29 秘 書 広 報 課 14:00～ 14:34 子育て応援課 

10:30～ 11:07 総 務 課 14:35～ 15:11 健 康 課 

11:08～ 11:45 管 財 課 15:20～ 16:05 産 業 課 

11:46～ 12:02 会 計 課 16:06～ 17:05 環 境 課 

 

１１月１６日（金）  

監査時間 主管課 監査時間  主管課  

 8:49～  9:29 住 民 課 13:00～ 13:43 教 育 課 

 9:30～ 10:03 地 域 課 13:45～ 14:24 高 齢 課 

10:17～ 11:00 税 務 課 14:25～ 15:05 図 書 館 

11:01～ 11:52 指 導 課 15:10～ 15:48 都 市 計 画 課 

12:00～ 12:15 議 会 事 務 局 15:48～ 16:25 建 設 課 

 16:26～ 17:10 社 会 教 育 課 

 

監 査 結 果  

 平成３０年度一般会計及び特別会計の財務に関する事務の執行及び経  

営に係る事業の管理について、地方自治法第１９９条第４項の規定に基  

づき、定期監査を実施した結果、各課の所掌する事項については、適正

かつ効率的に行われており、良好な執行及び管理がなされていると判断

した。  

 なお、今年度５月末から６月末にかけて、町の公共交通のあり方を検

討する際の基礎資料とするため、瑞穂町の公共交通に関するアンケート

調査が実施された。今後、アンケート集計結果を分析するとともに課題

の抽出など、町民の公共交通に対するニーズを的確に把握することに努

め、町の最重要課題である交通施策の充実が図れることを期待する。  



また、全小中学校において、屋内運動場及び武道場の吊天井等の落下

防止対策工事が６月に着手された。災害時の吊天井等の落下事故から児

童・生徒等の安全を確保するとともに、有事の際の避難所としての機能

を有する施設となるよう期待する。  

新庁舎建設については、平成２９年度から本格的に建設工事が始まっ

たが、契約変更により工期が４か月延長された。さらに、免震・制震オ

イルダンパー検査データ改ざんによる納期延期が心配されるが、町民へ

の適時的確な情報提供に努めるとともに、引き続き適正な工事監理及び

工程管理を行い、防災の拠点である新庁舎の一日も早い完成を強く望む

ところである。  

今後も、自主財源の確保に努めるとともに、各種施策の効率的な執行

に職員の創意工夫を重ね、より質の高い行政サービスを提供されるよう

望む。  


